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あはき療養費の令和６年度料金改定（案） ① 〔令和6年6月1日施行※〕

（１） 往療料の距離加算の廃止（※令和６年10月1日施行）
・ 往療料の距離加算（4㎞超の区分）を廃止し、その場合、当該廃止に伴う財源は、（２）の施術料や離島や中山間地等の地域に係る施術料の

加算等として振り替える。

〔見直しのイメージ（案）〕
現 行 ： 往療料 2,300円 、 4㎞超の場合 2,550円

↓
見直し後 ： 往療料（突発的な往療） 1回につき 2,300円
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○ あはき療養費の改定率 ＋0.26% （診療報酬改定における医科の改定率＋0.52%等を踏まえ、政府において決定）

（２） 離島や中山間地等の地域に係る加算の創設（※令和６年10月1日施行）
・ （１）の距離加算（4㎞超の区分）の廃止の影響に配慮し、離島や中山間地等の地域における施術体制を確保し、患者が必要な施術を受けられる

ようにする観点から、離島や中山間地等の地域に係る施術料の加算（「特別地域加算」）を創設する。

〔見直しのイメージ（案）〕
現 行 ： 往療料 2,300円 、 4㎞超の場合 2,550円

↓
見直し後 ： 施術料 特別地域加算 1回につき 250円

※距離加算（4㎞超の区分）廃止の影響に配慮し、 250円（上限）として設定し、改定による影響を事後的に検証することとしてはどうか。
※該当地域（訪問看護療養費における「特別地域訪問看護加算」の対象地域）に施術所の所在地（出張のみの施術者の場合は届け出た住所地）が

ある場合、及び特別地域外に施術所の所在地がある施術者が、特別地域加算（仮）の対象地域に居住する患者に対して訪問を行った場合
※患者が施術所へ通所により施術を受けた場合は加算の対象としない。
※片道16㎞を超える訪問は原則、加算の対象としない。（ただし、現行同様、訪問を必要とする絶対的な理由がある場合には認める。）

○令和４年度料金改定において引き続き検討とされた課題（往療料の距離加算の廃止、離島・中山間地等の地域に係る加算の
創設、往療料の見直し及び訪問施術料の創設、料金包括化の推進、同一日・同一建物への施術等）、現下の物価高騰、他産
業や医療・介護分野における賃上げの動向、医療ＤＸへの対応（オンライン資格確認が本年４月より開始、12月より義務
化）といった課題に対応していくため、所要の料金体系を整備するとともに、所定の引き上げを実施する。

令和６年度料金改定に関する基本的な考え方（案）



あはき療養費の令和６年度料金改定（案） ① 〔令和6年6月1日施行※〕
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（３） 往療料の見直し及び訪問施術料の創設（※令和６年10月1日施行）
・ 往療料を見直し、定期的ないし計画的な往療により施術を行う場合は、患家への訪問として区分整理したうえで、施術料と訪問に係る往療料を

包括した訪問施術料として訪問施術制度を導入する。

（４） 料金包括化の推進（※令和６年10月1日施行）
・ （３）の訪問施術制度の導入により、施術料と訪問に係る往療料を包括した訪問施術料として新たな料金体系を構築する。

（５） 同一日・同一建物への施術（※令和６年10月1日施行）
・ 同一日・同一建物での施術の場合の料金の在り方について、（３）の訪問施術料は、定期的ないし計画的に行う施術である性質に鑑み、同一

日・同一建物への施術でも、往療に係る負担が１人の患者に寄らないものとして、往療料を含めた、１人あたりの料金として設定する。

・（３）～（５）により、新たな料金体系として、施術料と訪問に係る往療料を包括した１人あたりの料金を訪問施術料１、２、３として設定する。
また、訪問施術料３は、（３人～９人）の場合と、（10人以上）の場合に区分して設定する。

（６） 物価高騰等への対応
・ 料金改定は、現下の物価高騰や他産業における賃上げの状況、診療報酬改定における賃上げへの対応、医療DXの推進等の観点を踏まえ、

上記（１）～（５）の制度改正について財政中立による水準を設定（単価の見直し等）し、その後、財源の範囲内で料金改定を行う。

・ 物価高騰への具体的な対応として、あん摩マッサージ指圧におけるホットパック等を使った温罨法、はり・きゅうにおける電気針、電気温灸器又
は電気光線器具を使った場合の電療料については、電気光線器具等を使用した施術という性格上、物価高騰による光熱費等の値上がりによる
影響を受けやすい点を踏まえ、財政中立による水準設定（単価の見直し等）及び改定財源の範囲で引き上げる。

・ また、現下の他産業における賃上げ、診療報酬改定における賃上げへの対応や、本年４月よりオンライン資格確認が開始され、同年12月から
は義務化されることを踏まえ、医療DXの推進といった観点から、財政中立による水準設定（単価の見直し等）及び改定財源の範囲であん摩マッ
サージ指圧における施術料や、はり・きゅうにおける初検料及び施術料を引き上げる。

※（１）～（６）による料金改定イメージは４・５ページ
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（７） その他の見直し
・ 訪問施術制度の導入に伴い、往療内訳表の見直し（廃止）を行う。具体的には、支給申請書の見直しに合わせて、現在の往療内訳表の記載内

容を支給申請書に反映することで、支給申請書１枚で往療内訳表の内容を踏まえた審査ができるようにする。（※令和６年10月1日施行）

・ 施術管理者の登録を更新制とし、更新の際に研修受講を課す仕組みの検討については、受領委任制度の導入により、柔道整復師と同様に定
期的に地方厚生（支）局並びに都道府県知事による集団指導及び個別指導、監査が行われる仕組みとされていることから、施術管理者の登録
の更新制は導入しないこととし、施術者の資質向上や制度運営上の取扱いについては、従来どおり、各施術団体等が各々で実施するものとす
る。

（８） 引き続きの検討事項
・ 請求の電子化や審査のシステム化などの効率的・効果的な審査体制の検討について、柔道整復療養費に関するオンライン請求の導入に関す

る検討状況も参考にしつつ、令和６年度にオンライン請求の導入に向けた課題の検討を開始する。その際、例えば、あはき施術所が視覚障害者
の就労の場としても重要な位置づけとなっていること等、あはき療養費の実情を踏まえた実態を把握するための調査を実施した上で、課題の整
理と検討を開始する。

・ 料金体系の見直しによる訪問施術制度の導入に伴い、通所または訪問による施術動向、制度変更の影響を把握する必要があることから、令
和６年、７年の療養費頻度調査による集計項目等の見直しに加え、施術所に対する調査を別途行うことにより、同一日・同一建物への施術、出
張専門施術所における訪問施術の実態等を把握するとともに、訪問施術制度の導入による変化（通所または訪問による施術部位数）等のデー
タ集計・分析を行う。

・ 温罨法・電療料、施術料・初検料の引き上げを踏まえ、施術所における賃上げの状況、給与費、光熱水費等を初めとする費用の動向等につい
て、令和８年度料金改定の議論に向けて、調査方法等を検討した上で、実態を把握する。

・ 施術部位数による料金包括化については、令和６年度料金改定の議論において、以下のような議論、意見があったことを踏まえ、引き続き検討
を行う。

・ 平均的な部位数で包括化した場合、例えば、３部位以下の被保険者（約２割程度存在）にとっては負担増になる点をどう考えるか。

・ 単純に施術部位数の包括化だけでは、粗療・回数の増加に繋がる可能性がないか。

・ 仮に施術部位数がブラックボックス化すると、審査に支障、審査の質の低下に繋がるのではないか。ただし、医師の同意書を必要とする現行
の取扱いが変わらなければ、そうした懸念は当たらないのではないか。

・ 同じマッサージでも、同意対象となった傷病によって施術部位数が大きく異なるのではないか。



あはき療養費の料金改定について（令和６年６月～※） 《あん摩マッサージ指圧》 （案）
○ あん摩マッサージ指圧
○マッサージ ※ 対象は、最大5部位：局所の単位（頭から尾頭までの躯幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢）

《通所》 1局所につき 350円 → 450円(+100円)

１局所 450円（+100円） ２局所 900円（+200円） ３局所 1,350円（+300円） ４局所 1,800円（+400円） ５局所 2,250円（+500円）

《訪問》 ※新設（令和６年10月1日施行） 通所困難、患家からの求め、医師による往療や部位ごとに施術の必要性の同意に基づき訪問施術を行った場合

訪問施術料１ ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「１人の場合」の患者１人あたり料金

１局所 2,750円 ２局所 3,200円 ３局所 3,650円 ４局所 4,100円 ５局所 4,550円

訪問施術料２ ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「２人の場合」の患者１人あたり料金

１局所 1,600円 ２局所 2,050円 ３局所 2,500円 ４局所 2,950円 ５局所 3,400円

訪問施術料３ ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「３人以上の場合」の患者１人あたり料金

（３人～９人） １局所 910円 ２局所 1,360円 ３局所 1,810円 ４局所 2,260円 ５局所 2,710円

（10人以上） １局所 600円 ２局所 1,050円 ３局所 1,500円 ４局所 1,950円 ５局所 2,400円
○温罨法（マッサージの加算）

・温罨法を併施 １回につき 125円加算→ 180円(+55円)

・温罨法を併施＋電気光線器具使用 １回につき 160円加算→ 300円(+140円)

○変形徒手矯正術（マッサージの加算） ※ 対象は、６大関節 ： 左右上肢（肩、肘、手関節）、左右下肢（股、膝、足関節）

１肢１回につき 450円加算 → 470円加算（+20円）

○特別地域加算（施術料の加算）※新設（令和６年10月1日施行）

※ 対象は、訪問看護療養費における「特別地域訪問看護加算」の地域。離島や中山間地等の地域における施術体制を確保し、

患者が必要な施術を受けられるようにする。

・ 特別地域に居住する患者への施術 １回につき 250円加算

○往療料（突発的な往療） ※４㎞超加算の廃止 訪問施術料の算定は不可 （令和６年10月1日施行）

１回につき 2,300円

○施術報告書交付料

480円

4※訪問施術料、特別地域加算、往療料の見直しについては、患者等への周知期間や保険者、施術管理者及び厚生局の届出準備期間等を踏まえ、令和６年10月1日施行とする。



あはき療養費の料金改定について（令和６年６月～※） 《はり・きゅう》 （案）

○ はり・きゅう

○施術料

《通所》

①１術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合 １回につき 1,550円 → 1,610円（+60円）

②２術（はり、きゅう併用）の場合 １回につき 1,610円 → 1,770円（+160円）

《訪問》 ※新設 （令和６年10月1日施行）

訪問施術料１ ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「１人の場合」の患者１人あたり料金

①１術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合 １回につき 3,910円 ②２術（はり、きゅう併用）の場合 １回につき 4,070円

訪問施術料２ ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「２人の場合」の患者１人あたり料金

①１術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合 １回につき 2,760円 ②２術（はり、きゅう併用）の場合 １回につき 2,920円

訪問施術料３ ※ 同一日・同一建物で施術を行った患者数が「３人以上の場合」の患者１人あたり料金

（３人～９人） ①１術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合 １回につき 2,070円 ②２術（はり、きゅう併用）の場合 １回につき 2,230円

（10人以上） ①１術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合 １回につき 1,760円 ②２術（はり、きゅう併用）の場合 １回につき 1,920円

○電療料（施術料の加算）

・電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合

１回につき 34円加算 → 100円（+66円）
○特別地域加算（施術料の加算） ※新設 （令和６年10月1日施行）

※ 対象は、訪問看護療養費における「特別地域訪問看護加算」の地域。離島や中山間地等の地域における施術体制を確保し、

患者が必要な施術を受けられるようにする。

・ 特別地域に居住する患者への施術 １回につき 250円加算

○往療料（突発的な往療） ※４㎞超加算の廃止 訪問施術料の算定は不可 （令和６年10月1日施行）

１回につき 2,300円

○施術報告書交付料

480円 5

初回

○初検料

①１術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合 1,780円 → 1,950円（+170円）

②２術（はり、きゅう併用）の場合 1,860円 → 2,230円（+370円）

※訪問施術料、特別地域加算、往療料の見直しについては、
患者等への周知期間や保険者、施術管理者及び厚生局の
届出準備期間等を踏まえ、令和６年10月1日施行とする。



あはき療養費の料金改定について（令和４年６月～）

○ あん摩マッサージ指圧

○ はり・きゅう

○マッサージ 1局所につき 350円

※ 対象は最大5部位：局所の単位（頭から尾頭までの躯幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢）

・温罨法を併施 1回につき 110円加算 → 125円加算

・温罨法を併施＋電気光線器具使用 1回につき 150円加算 → 160円加算

○変形徒手矯正術をマッサージと併施した場合 1肢につき 450円加算

※ 対象は6大関節 ： 左右上肢（肩、肘、手関節）、左右下肢（股、膝、足関節）

○往療料 2,300円 4㎞超 2,550円

○施術報告書交付料 460円 → 480円

初回 2回目以降

○初検料

①１術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合

1,770円 → 1,780円

②２術（はり、きゅう併用）の場合

1,850円 → 1,860円

○施術料

①１術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合

1回につき 1,550円

②２術（はり、きゅう併用）の場合

1回につき 1,610円

○電療料

・電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合 1回につき 30円加算 → 34円加算

○往療料 2,300円 4㎞超 2,550円

○施術報告書交付料 460円 → 480円 6

令和4年5月6日あはき療養費
検討専門委員会資料参考



改定年月
（医科）

医科
改定年月
（療養費）

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ はり・きゅう

平成３０年４月 ０．６３ 平成３０年６月

０．３２
・施術料 １局所につき（285円 → 340円）
・変形徒手矯正術（575円 → 780円）

・距離加算を往療料に振り替えて包括化
（往療料基本額1,800円、距離加算2㎞毎に770円
→ 4㎞まで2,300円、4㎞超2,700円）
※施術報告書交付料（新設）

０．３２
・施術料 １術（1,300円 → 1,540円）
・施術料 ２術（1,520円 → 1,580円）

・距離加算を往療料に振り替えて包括化
（往療料基本額1,800円、距離加算2㎞毎に770円
→ 4㎞まで2,300円、4㎞超2,700円）
※施術報告書交付料（新設）

令和元年１０月
（消費税分

０．４８）
令和元年１０月

０．４４
・温罨法（80円 → 110円加算）
・温罨法＋電気光線器具（110円 → 150円加算）
・変形徒手矯正術（780円 → 790円）

０．４４
・初検料 １術（1,610円 → 1,710円）
・初検料 ２術（1,660円 → 1,760円）
・施術料 ２術（1,580円 → 1,590円）

令和２年 ４月 ０．５３ 令和２年６月 － －

令和２年１２月 － 令和２年１２月

０．２７
・施術料 １局所につき（340円 → 350円）
・変形徒手矯正術をマッサージと併施した場合の
加算に変更 １肢につき（790円 → 450円加算）

・往療料（4㎞超）（2,700円 → 2,550円）に減額
・施術報告書交付料（300円 → 460円）

０．２７
・初検料 １術（1,710円 → 1,770円）
・初検料 ２術（1,760円 → 1,850円）
・施術料 １術（1,540円 → 1,550円）
・施術料 ２術（1,590円 → 1,610円）

・往療料（4㎞超）（2,700円 → 2,550円）に減額
・施術報告書交付料（300円 → 460円）

令和４年４月 ０．２６ 令和４年６月

０．１３
・温罨法（110円 → 125円加算）
・温罨法＋電気光線器具

（150円 → 160円加算）

・施術報告書交付料（460円 → 480円）

０．１３
・初検料 １術（1,770円 → 1,780円）
・初検料 ２術（1,850円 → 1,860円）
・電療料（30円 → 34円加算）

・施術報告書交付料（460円 → 480円）

（注）令和元年は消費税引き上げに伴う改定

（参考） 平成30年以降の改定率 （単位：％）

過去のあはき療養費料金改定について参考

7
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○「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」新旧対照表 （案）

【改正（案）】 【現行】

１ はり、きゅう
（１）初検料

① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合
１，９５０円

② ２術（はり、きゅう併用）の場合
２，２３０円

（２）施術料
① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合

１回につき １，６１０円

② ２術（はり、きゅう併用）の場合
１回につき １，７７０円

注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、は
り又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれ
のない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療
料として１回につき１００円を加算する。

（３）訪問施術料（仮）
訪問施術料（仮）１
① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合

１回につき ３，９１０円

② ２術（はり、きゅう併用）の場合
１回につき ４，０７０円

訪問施術料（仮）２
① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合

１回につき ２，７６０円

② ２術（はり、きゅう併用）の場合
１回につき ２，９２０円

１ はり、きゅう
（１）初検料

① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合
１，７８０円

② ２術（はり、きゅう併用）の場合
１，８６０円

（２）施術料
① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合

１回につき １，５５０円

② ２術（はり、きゅう併用）の場合
１回につき １，６１０円

注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、は
り又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれ
のない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療
料として１回につき３４円を加算する。

（新設）

料金体系の整備（支給基準通知の改正） （案） 《はり・きゅう》 ①
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○「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」新旧対照表 （案）

【改正（案）】 【現行】

訪問施術料（仮）３
（３人～９人の場合）
① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合

１回につき ２，０７０円

② ２術（はり、きゅう併用）の場合
１回につき ２，２３０円

（10人以上の場合）
① １術（はり又はきゅうのいずれか一方）の場合

１回につき １，７６０円

② ２術（はり、きゅう併用）の場合
１回につき １，９２０円

注１ 訪問施術料（仮）１、２、３において、はり又はきゅうと併せて、
施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内
において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又
は電気光線器具を使用した場合は、電療料として１回につき１００円
を加算する。

注２ 片道１６キロメートルを超える場合の訪問施術料（仮）は、訪問
施術を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

（４）特別地域加算（仮）
特別地域の患家で施術１回につき ２５０円

注 片道１６キロメートルを超える場合の特別地域加算（仮）は、訪問
施術または往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められ
ないこと。

（５）往療料
１回につき ２，３００円

注 片道１６キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶
対的な理由がある場合以外は認められないこと。

（６）施術報告書交付料 ４８０円

（新設）

（３）往療料 ２，３００円

注１ 往療距離が片道４キロメートルを超えた場合は、２，５５０円と
する。

注２ 片道１６キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする
絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

（４）施術報告書交付料 ４８０円

料金体系の整備（支給基準通知の改正） （案） 《はり・きゅう》 ②
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○「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」新旧対照表 （案）

【改正（案）】 【現行】

２ あん摩・マッサージ
（１）マッサージを行った場合

１局所１回につき ４５０円
２局所１回につき ９００円
３局所１回につき １，３５０円
４局所１回につき １，８００円
５局所１回につき ２，２５０円

（２）訪問施術料（仮）
訪問施術料（仮）１
１局所１回につき ２，７５０円
２局所１回につき ３，２００円
３局所１回につき ３，６５０円
４局所１回につき ４，１００円
５局所１回につき ４，５５０円

訪問施術料（仮）２
１局所１回につき １，６００円
２局所１回につき ２，０５０円
３局所１回につき ２，５００円
４局所１回につき ２，９５０円
５局所１回につき ３，４００円

訪問施術料（仮）３
（３人～９人の場合）
１局所１回につき ９１０円
２局所１回につき １，３６０円
３局所１回につき １，８１０円
４局所１回につき ２，２６０円
５局所１回につき ２，７１０円

（10人以上の場合）
１局所１回につき ６００円
２局所１回につき １，０５０円
３局所１回につき １，５００円
４局所１回につき １，９５０円
５局所１回につき ２，４００円

２ あん摩・マッサージ
（１）マッサージを行った場合

１局所につき ３５０円

（新設）

料金体系の整備（支給基準通知の改正） （案） 《あん摩・マッサージ・指圧》 ①
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○「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」新旧対照表 （案）

【改正（案）】 【現行】

注 片道１６キロメートルを超える場合の訪問施術料（仮）は、訪問施
術を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

（３）温罨法を（１）または（２）と併施した場合
１回につき １８０円加算

注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業
務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具
を使用した場合にあっては、３００円とする。

（４）変形徒手矯正術を（１）または（２）と併施した場合
１肢１回につき ４７０円加算

注 変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められない。

（５）特別地域加算（仮）
特別地域の患家で施術１回につき ２５０円

注 片道１６キロメートルを超える場合の特別地域加算（仮）は、訪問
施術または往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認めら
れないこと。

（６）往療料
１回につき ２，３００円

注 片道１６キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶
対的な理由がある場合以外は認められないこと。

（７）施術報告書交付料 ４８０円

（２）温罨法を（１）と併施した場合
１回につき １２５円加算

注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの
業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線
器具を使用した場合にあっては、１６０円とする。

（３）変形徒手矯正術を（１）と併施した場合
１肢につき ４５０円加算

注 変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められない。

（新設）

（４）往療料 ２，３００円

注１ 往療距離が片道４キロメートルを超えた場合は、２，５５０円と
する。

注２ 片道１６キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする
絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

（５）施術報告書交付料 ４８０円

料金体系の整備（支給基準通知の改正） （案） 《あん摩・マッサージ・指圧》 ②



訪問施術料（仮）1,2,3
《定期的ないし計画的》
・１局所（最大5部位）
・１回 ＠円

※同一日・同一建物

○あん摩マッサージ指圧 ― イメージ ―

施術料と往療料を包括化した訪問施術制度の導入について（案） （マッサージ）
※令和６年改定に訪問施術制度の導入の検討をふまえた考え方（案）

往療料
・１回 2,300円

・４㎞超 2,550円

施術料
・１局所（最大５部位） 350円

変形徒手矯正術（併施）

１肢（最大４肢） 450円加算

温罨法（併施） １回 125円加算

温罨法（併施）＋電気光線器具
１回 160円加算

施術報告書交付料 480円

往療料
《突発的な往療》
・１回 ＠円

施術報告書交付料 ＠円

(3)往療料の見直し及び訪問施術料
（仮）の創設

(5)同一日・同一建物への施術

・４㎞距離区分の廃止⇒ 特別地域加算（仮）（新設）
１回 @円 加算

変形徒手矯正術（併施）

１肢（最大４肢）
＠円加算

温罨法（併施） １回 ＠円加算

温罨法（併施）＋電気光線器具
１回 ＠円加算

施術料
・１局所（最大5部位）

＠円

(3)往療料の見直し及び訪問施術料
（仮）の創設

施術料
・１回当たり ＠円

変形徒手矯正術
・１回当たり ＠円

(1)距離加算の廃止
施術料及び特別地域加算（仮称）
への振り替え

(4)料金包括化の推進
「施術部位数に応じた報酬」から料金包括
化への移行を検討

(2)離島や中山間地等の地域に係る加算
の創設

水準は財政中立により設定。

(1)距離加算の廃止
施術料及び特別地域加算（仮称）への振り
替え

（案）
（４）以外：令和６年改定に実施
（４）：引き続き検討（R6.3末までに結論）

※議論が纏まれば、令和6年改定に実施

12

令和6年1月25日あはき療養費
検討専門委員会資料



施術料
・１術 @円
・２術 @円

施術料と往療料を包括化した訪問施術制度の導入について（案） （はり・きゅう）
※令和６年改定に訪問施術制度の導入の検討をふまえた考え方（案）

○はり・きゅう ― イメージ ―

往療料
・１回 2,300円
・４㎞超 2,550円

初検料
・１術 1,780円
・２術 1,860円

施術報告書交付料 480円

施術料
・１術 1,550円
・２術 1,610円

電療料 １回 34円加算

【初回】

【２回目以降】

初検料
・１術 @円
・２術 @円

施術報告書交付料 @円

【初回】

【２回目以降】

往療料
《突発的な往療》
・１回 ＠円

13

水準は財政中立により設定。

(3)往療料の見直し及び訪問施術料
（仮）の創設

(2)離島や中山間地等の地域に係る加算
の創設

(1)距離加算の廃止
施術料及び特別地域加算（仮称）への振り
替え

電療料 １回 @円加算

・４㎞距離区分の廃止⇒ 特別地域加算（仮）（新設）
１回 @円 加算

(3)往療料の見直し及び訪問施術料
（仮）の創設

(5)同一日・同一建物への施術

(1)距離加算の廃止
施術料及び特別地域加算（仮称）
への振り替え

訪問施術料（仮） 1,2,3
《定期的ないし計画的》
・１術 １回 ＠円
・２術 １回 ＠円

※同一日・同一建物

（案）
令和６年改定に実施

令和6年1月25日あはき療養費
検討専門委員会資料



料金体系の整備（支給申請書の改正） （案） 《はり・きゅう》

14

令和6年3月18日あはき療養費
検討専門委員会資料参考



【現行】 支給申請書 《はり・きゅう》参考

15

令和6年1月25日あはき療養費
検討専門委員会資料



料金体系の整備（支給申請書の改正） （案） 《あん摩・マッサージ・指圧》

16

令和6年3月18日あはき療養費
検討専門委員会資料参考



【現行】 支給申請書 《あん摩・マッサージ・指圧》参考

17

令和6年1月25日あはき療養費
検討専門委員会資料



【現行】 同意書 《はり・きゅう》参考
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令和6年1月25日あはき療養費
検討専門委員会資料



【現行】 同意書 《あん摩・マッサージ・指圧》

19

参考
令和6年1月25日あはき療養費

検討専門委員会資料



【現行】 往療内訳書 《はり・きゅう／あん摩・マッサージ・指圧》

20

参考
令和6年1月25日あはき療養費

検討専門委員会資料


